
鋪5節寄付金控除 869

594．私道の地方公共団体への寄付
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＝私道部分の価値はゼロであり、また、その寄付により特別の利益が

その寄付をした者に及ぶと認められることから、寄付金控除の対象となI)ま

せん。

l蘇睨l閲又は地方公共団体（外悶及び外国の地方公共団体を除きます。以下

『憾等」といL,蛍ケ。）に対-j-る帝付金は服llﾘとして嵜付金控除の対蚊となり

ます。ただし、その寄付が学校の入学に関する場合とその寄付をした者にそ

の器｛､1･によって設けられた設伽を靭晩的に利川すること等特別の利椛が及ぶ

と認められる場合には、寄付金控除の対象となりません（法78軽）・)。

御燈間の場合、寄付された私遊は、辿売住宅を雌入した時にお､､て既に設
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催されてL､たものであり、通常、

- ･ 1 Wたがって、10年前に蹴入Lた述硴住宅

いた土地の部分の価額とみることがで

oL

平成6年版 の上地の取御曲の全額が私道部分を除いた上地の部分のIW|額とみることがで

きますので､L私遊La=--･-------L=･----$--LTDzE-_"_nLI_aR_M

また、この私通をlliに寄{､l･しますと、適蹄部分の管理慨川は巾が負担する

ことになり、今後．あなたが潤川を負担することはなくなります。

その意味では、むしろ．経済的な利維を受けたともも､えます。

鯉大蔵財務協会
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